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Ⅰ モバイルビジネスの活性化に向けた基本的視点 

 

 

１．我が国のモバイルビジネス市場の現状

 

■ 我が国の携帯電話加入者は約９５００万加入（ＰＨＳ加入者を含めると約１億加入）に達し、そのうち８７％がインターネット接続サ

ービスを利用しており、また７０％が第三世代携帯電話を利用している状況（０７年２月末現在）にあるなど、通信サービスの高速化

等が進展している。【資料１～３】 

   （注）携帯電話（ＰＨＳを含む）の加入者は００年３月に固定電話（加入電話及びＩＳＤＮ）加入者を上回り、携帯電話の人口普及率（０７年度末）は約８

０％（０７年度末）、同世帯普及率は９０％（０５年１２月末現在）に達している。【資料４】 

■ モバイルビジネス市場においては、音声サービスに加え、データ通信の高速化が顕著であり、９０年代後半に開始されたインター

ネット接続サービスはもとより、最近では、小額決済、音楽・アプリケーションのダウンロード、ＧＰＳ機能を活用した新サービスの提

供、SNS（Social Network Service）など、国民生活に密接に関連した各種サービスを携帯端末によって実現するサービスの多様
化・高度化が進展している。【資料５～６】 

■ 現在のビジネスモデルを見ると、通信事業者の主導により、端末/通信サービス/認証・課金等のプラットフォーム機能/コンテンツ・

アプリケーションが一体として提供される垂直統合型ビジネスモデルが構築されており、各通信事業者毎の垂直統合型モデル間

の競争が主流となっている。 

 
２． 我が国のモバイルビジネス市場の特徴

 

（１）モバイルビジネス市場の成熟化

  ➢移動通信事業者３グループの売上高（０６年度決算ベース）は約８．９兆円であり、固定通信事業の約７．３兆円を大きく上回って

いる【資料７】（☞０１年度に固定と移動の売上高が逆転）。しかし、 

①携帯電話加入者の純増率（対前年同期比）は約５．４％増 （０６年度）と鈍化しており、市場は成長期から成熟期に入りつつあ
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る。【資料８】 

②また、携帯電話事業における ARPU(Average Revenue Per User)は低下傾向にある。その内訳を見ると、音声ＡＲＰＵが低下する
一方、データＡＲＰＵが伸びているものの、音声ＡＲＰＵの低下を補うだけの伸びが見られず、ＡＲＰＵ全体が低下している。【資

料９～１０】 

（２）モバイルビジネス市場におけるシェアの固定化（☞「資料７－３」参照） 

  ➢モバイル市場におけるシェアの推移を見ると、各社のシェアに大きな変動は見られず、市場集中度（HHI）も３８００～３９００程度で

安定的に推移しているなど、寡占的な市場を形成している。【資料１１】 

  ➢また、固定通信市場の場合は多数の設備事業者のネットワーク上で１万社を越える設備非保有の事業者が多様なサービス展開

を行っているのに対し、モバイル市場においてはこうしたビジネス展開が限られた状況にある。 

（３） 料金プランの複雑化 

➢我が国の携帯電話料金は、主要先進国と比較した場合、一概に高いと結論付けることはできない。これは各国とも様々な料金プ

ランを採用していて単純な比較が困難であるとともに、データ系サービスの需要が大きい我が国の場合、当該分野での価格競争

が起きているのに対し、諸外国においては依然として音声通話中心の事業展開が行われていること等を背景とするものである。

【資料１２】 

➢また、例えば基本使用料の推移を見ると、当該料金の水準は９９年頃から大きな変化を見せていない。しかし、基本使用料の中

に定額料金部分（いわゆる「無料通話」部分）が近年含まれるようになり、加えて各種の割引プランや定額プランが適用されてい

ることから、一概にその推移について評価することが困難な状況にある。【資料１３～１４】 

➢このように、現在のモバイルビジネス市場においては、料金水準自体の競争はもとより、各種料金プランにおいて追加的な割引を

適用する等により割安感を訴求するという戦略が採られているものであり、料金比較の面では消費者から見て、理解することが

難しい複雑な料金体系となっている。 

（４）端末・サービス一体型の事業展開

  ➢現在のモバイルビジネス市場における事業展開としては、前述のとおり垂直統合型のビジネスモデルが主流であり、通信事業者

の仕様に沿ってベンダーが製造した端末を通信事業者が一定のロットで調達し、当該事業者のブランドを付して販売代理店等を

通じて販売するとともに、通信サービスの利用契約を締結するという、端末販売と通信サービス販売が一体となった形態が採用さ

れている。 
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   ➢また、通信サービスの提供とコンテンツ・アプリケーションの提供についても一体化しており、端末機能とアプリケーション機能が

バンドルされた垂直統合型のビジネスモデルが構築されている。ただし、近年はインターネット上の一般サイトも閲覧可能なアプリ

ケーション（フルブラウザ）が搭載されたり、無線 LAN 機能を搭載した端末が登場するなど、モバイルインターネットサービスの多

様化の動きも一部に見られる。 

  ➢なお、モバイルインターネット接続サービスについては、固定通信市場と異なり、通信サービスとインターネット接続サービスがデ

フォルトで一体化されており、他のＩＳＰを経由したインターネット接続サービスの提供もシステム的には可能であるが、こうしたモ

デルは登場していない。 

（５）ハイエンド型中心の端末市場の形成

➢我が国においては、インターネット接続の普及や端末機能（及びこれとバンドルされたアプリケーション機能）の高付加価値化によ

る通信事業者間の差別化が図られた結果、ハイエンド型中心の端末市場が形成されている。また、第二世代携帯電話において

独自方式（PDC 方式）を採用して国内市場と国際市場との間の通信方式の違いが生まれたこと等から、グローバル市場と国内市

場において端末販売における個別戦略が求められているといった面もある。【資料１５】 

（６）モバイルコンテンツ市場等の成長の潜在性

  ➢我が国のモバイルビジネスはインターネット接続サービスが広く普及したことから、その潜在性は極めて高い。事実、モバイルコン

テンツ市場やモバイルコマース市場の規模は近年急成長を遂げている。【資料１６】 

   ➢しかし、コンテンツ市場全体に占めるモバイルコンテンツ市場の位置づけを見ると、メディア・ソフト市場全体（１１．１兆円）の中で

通信系ソフト市場は約６．２％、うち携帯配信型のソフト市場のシェアは全体の約２．３％（いずれも０４年実績）にとどまっており、

今後、CGC(Consumer Generated Content)の増加などとも相まって、モバイルコンテンツ市場は今後とも高い成長を遂げるだけの
潜在力を有しているものと考えられる。【資料１７～１８】 

（７）ソリューション系ビジネス（法人市場）における成長の潜在性

    ➢マス市場における携帯電話の普及が進展している一方、法人市場におけるモバイルサービスについては、通信事業各社がモバ

イルセントレックスの導入など法人市場の開拓に努めているところであるが、更に FMC（Fixed Mobile Convergence）サービスの提
供等により、今後高い成長が実現することが期待される。 

 

３．モバイルビジネス活性化に向けた基本的視点
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（１）モバイルビジネス市場の新たな発展形態

 

■ 近年、我が国は世界有数のブロードバンド先進国となり、固定通信市場におけるブロードバンド料金は世界的に見て最も低廉な

水準を実現している状況にある。固定通信市場においては、ＮＴＴ東西がボトルネック設備を保有していることからネットワークの

開放義務等を適用し、競争事業者が当該ボトルネック設備を用いてサービス展開を図るサービス競争が進展している。 

➢固定通信市場におけるビジネスモデルは、端末/通信サービス/コンテンツ・アプリケーション等の担い手が分化しているという

意味において、基本的にオープン型のビジネスモデルであり、更にビジネスモデルの各レイヤーがモジュール化され、各レイヤ

ーのモジュールを組み合わせることにより多様なビジネスモデルが生まれつつある。 

■ 他方、移動通信市場においては、移動通信事業者が中心となって垂直統合型のビジネスモデルを構築しており、固定通信・移動

通信の双方のビジネスモデルには大きな差異がある。 

➢モバイルビジネス市場の成熟化、市場シェアの固定化、料金プランの複雑化、端末・サービス一体型の事業展開、ハイエンド

型中心の端末市場、モバイルコンテンツ市場や法人市場の持つ潜在成長力などは、いずれも現行の垂直統合型のビジネスモ

デルと密接に関連していると言えるのではないか。 

➢現行のビジネスモデル以外の多様な選択肢の登場を促すことにより、モバイルビジネス市場の競争促進が図られ、当該市場

の更なる発展が図られることが期待されるのではないか。 

 

（２）モバイルビジネス活性化策の基本的方向性

 

  ■ 電気通信市場においてブロードバンド化・ＩＰ化が進展する中、 

➢従来の固定・移動等の垣根（市場区分）が次第に低くなり、市場の統合化が進展するものと考えられるとともに、ブロードバンド

市場において、従来の通信形態に加え、Ｍ２Ｍ(machine to machine)通信を含むユビキタスネットワークの構築が急速に進むこと
が見込まれ、情報家電を含む多様な端末がネットワークに接続された環境が実現するものと期待される。【資料１９～２０】 

➢また、ＩＰ化の進展により、従来の垂直統合型モデルに加え、各レイヤー毎にモジュール化された機能を組み合わせた協働型の

ビジネスモデルが多数登場し、市場の活性化が図られることが期待される。【資料２１】 
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  ■ こうしたユビキタス化の進展、ＩＰ化の進展に伴う機能のモジュール化等を背景として、 

➢ 各レイヤー毎のモジュールを組み合わせた柔軟な事業展開によるビジネスモデルの多様化を図り、その結果として、急速に進

展する技術革新の成果が迅速に市場に投入され、新規事業の創出を可能とする市場環境を構築していくことが必要ではない

か。 

➢ また、国内モバイルビジネス市場における健全な競争を通じて、我が国の通信事業者、ベンダーをはじめとする様々なステー

クホールダの国際競争力の向上を図り、２１世紀型のリーディングインダストリーであるＩＣＴ産業を中心とする新しい経済成長

戦略を実現していくことが必要ではないか。 

➢ こうした取り組みにより、国民利用者も従来以上に低廉で多様なモバイルサービスを享受することが可能となり、利用者利益の

確保・向上を図ることが可能になるのではないか。 

 

（３）本研究会の基本的視点

 

  ■ 本研究会においては、モバイルビジネス市場の活性化に向け、当該市場における競争政策を主たる射程として検討を行なうという

位置付けは適当か。 

➢競争政策の目的は、事業者間の公正有効競争の実現を通じ、利用者利益の確保、通信料金の適正化、通信サービスの多様化、

新事業の創出等を実現することを目指すものであり、こうした観点から検討を行なうというアプローチは妥当か。 

  ■ 他方、モバイルビジネス市場活性化に向けた取組みとしては、競争政策のみに依拠することはバランスを欠くものであり、上記の

競争促進策の検討とともに、その他の施策の在り方についても併せて包括的な整理を行なうというアプローチで良いか。 

  ■ 具体的な施策検討に際しては、そのタイムフレームとして、モバイルビジネス市場においては急激な市場環境変化が生じているこ

とに鑑み、 

➢直ちに取り組むべき措置（第１フェーズ） 

➢２０１１年時点（注）で実現すべき措置（第二フェーズ） 

という２つのフェーズに峻別し、第１フェーズから第２フェーズへと段階的に移行していくというアプローチを採用することで良いか。 

（注）当該時点においては、 

① ３．９G や４G をはじめとする本格的な BWA(Broadband Wireless Access)の実現 
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② 固定通信網における IP 化の主流化（NTT 中期経営戦略によると２０１０年段階で FTTH 加入者数は３千万） 

③ 放送デジタル化の完了(2011 年７月) 

という「完全デジタル元年」が到来することが見込まれている。 

 

（４）モバイルビジネス市場における競争促進策の方向性

 

■ モバイルビジネス市場の活性化を図る観点から、これまでも多様な競争促進策が講じられてきている。【資料２２】 

（これまで講じられてきた競争促進策の例） 

➢端末売切り制度（９４年４月）による端末多様化の進展 

➢第二種指定電気通信設備制度（０１年１１月）の導入によるモバイルビジネス市場における公正競争環境の整備【資料２３】 

➢新規事業者に対する周波数の割り当て（累次） 

➢MＶＮＯの新規参入促進のための事業化ガイドラインの策定（０２年６月） 

➢固定発携帯着の料金設定に関する方針策定（０３年６月） 

➢携帯事業分野における番号ポータビリティ制度の導入（０６年１１月） 

■ この間、８５年の通信自由化以降、電気通信分野の競争政策は事前規制から事後規制への転換を図り、規制の見直しを図ってき

ている。その結果、モバイルビジネス分野においても、料金認可制から届出制への移行（９９年）及び届出制の廃止（０４年）、これ

に伴う卸電気通信役務に関する相対取引の自由化などが実現している。なお、事前規制から事後規制への転換を図る中、０１年

には電気通信事業紛争処理委員会を設置するなどの措置を併せて講じてきている。 

■ モバイル市場の成熟化、IP化等における市場の統合化等の市場環境の現状を念頭に置くと、垂直方向・水平方向の公正競争を確

保し、各レイヤー毎のオープン化（レイヤー間のバンドル型とアンバンドル型の並存）を通じた「オープン型モバイルビジネス」環境

の実現を図ることを、これからの競争政策の基軸に据えることが必要ではないか。【資料２４】 

➢上記の観点に立てば、 

  ① 端末レイヤーと通信レイヤーとの間の多様性の確保-----モバイルビジネスにおける販売モデルの在り方の検証（第２章） 

  ② 通信レイヤー内（設備系事業者と非設備系事業者）の多様性の確保-----MVNOの新規参入の促進（第３章） 

  ③ モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進（第４章） 
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 といった点について検討が求められるのではないか。 
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Ⅱ モバイルビジネスにおける販売モデルの在り方 

 

 

１．端末市場の現状 

 

  ■ 端末レイヤーと通信レイヤーとの間の多様性の確保という観点からは、販売奨励金や SIM (Subscriber Identity Module)ロックの在
り方について、検証を行う必要があるのではないか。 

 

（１）端末売り切り制（端末開放）の導入

 

  ■ 我が国において、携帯端末について従来のレンタル制を廃止し、９４年４月から売り切り制(端末開放)が導入された。 

     ➢ 端末売り切り制の導入に際しては、総務省において、学識経験者、通信事業者、ベンダー等の参画を得て「移動機の在り方に

関する調査研究会」が開催され、報告書（９２年１２月公表）が取りまとめられた。 

① 本報告書においては、事業者売り切り方式（電気通信事業者のみが販売できる制度で、ベンダーは電気通信事業者に移

動機を納入し、利用者は電気通信事業者又はその代理店から移動機を購入する方式）と完全売り切り方式（電気通信事業

者のみならず、一般の販売店も販売できる制度であり、ベンダーは電気通信事業者に移動機を納入する他、独自の販売ル

ートで販売でき、利用者はどこからでも移動機を購入できる方式）の２つの方式について比較検討を行なった。 

② 上記の比較検討の結果、「販売主体を制限する事業者売り切り制度では、メーカー間・販売店間の自由競争による市場の

活性化が多くは望めず、透明な手続きの下で製造販売の機会を均等に保証するため、販売主体は限定しない完全売り切り

制度が望ましく、これは諸外国の制度とも整合性がとれたものである」と結論付けている。 

    ➢ 上記の報告書を踏まえて端末売り切り制が導入されたが、その後、現行の販売モデル（事業者売り切り方式）が登場し、当該方

式による端末販売が主流となっている。 

 

（２）販売奨励金制度の導入とＳＩＭロック
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   ■ 現行の販売モデルにおいて、通信事業者は、ベンダーが納入した携帯端末について、販売代理店等を通じて販売しているが、そ

の際、販売奨励金を支払っている。このため通信事業者は、販売代理店等において販売奨励金の支給により端末を無料若しくは

低価格で販売した後、当該販売奨励金を契約締結後の通信料金で回収する仕組みを採っている。 【資料２５】 

   ■ 第三世代携帯電話の標準化の過程においては、当該方式でＳＩＭカードを搭載し、当該カードを端末間で抜き差しすることにより、

複数端末間で通信サービスを利用することが可能となることを目指した。この点、 

     ① 第三世代携帯電話において、Ｗ－ＣＤＭＡ方式（ＮＴＴドコモ及びソフトバンクモバイル）の場合は、ＳＩＭカードが標準搭載され、

同一キャリア内におけるＳＩＭカードの抜き差しが可能となっており、ＣＤＭＡ２０００方式（ＫＤＤＩ）については、０６年からＳＩＭカー

ドをＷＩＮ（CDMA2000 １×EV-DO）機種でほぼ標準的に搭載している。しかし、ＳＩＭカードを抜いて別の通信事業者のＳＩＭカー

ドを挿入したとしても、当該端末を利用することはできないＳＩＭロック（キャリアロック）が適用されている。これは各移動通信事

業者が自らの経営判断として実施しているものである。 

② このＳIＭロックについては、少なくとも現時点においては販売奨励金の在り方とも密接に関連している。これは、販売奨励金を

加入者から回収するためには、一定期間通信料金を通じて当該コストを回収することが必要であり、ＳＩＭロックを解除して他の

通信事業者にスイッチしてしまうと、当該販売奨励金を回収することができなくなることによるものである（注）。 

       （注）後述する「期間拘束」方式（☞４（１）を参照）を導入するとすれば、当該期間内に端末コストを回収することが予定されるところ（当該期間内

に解除した場合は違約金として残余のコストを回収）であり、販売奨励金と SIM ロックの議論を別個に行なうことが可能となるのではない

か。 

 

２． 諸外国における販売奨励金等の状況【資料２６】 

 

（１）欧州の動向

 

■ 欧州におけるビジネスモデルの特徴としては、 

  ① 欧州各国においては携帯電話の人口普及率が７０％を越え、市場は成熟期に向かいつつある。 

  ② ビジネスモデルの特徴としては、プリペイドの比率が高い状況にあるが、ＡＲＰＵの向上を図る観点からポストペイド（ＡＲＰＵは
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プリペイドの３～５倍）の比率を高める方向で事業展開を図ろうとしており、期間拘束型（途中解約時は残存期間の基本料金又

は違約金を徴収）のビジネスモデルを展開している。 

      ➢欧州では携帯電話の国際ローミング料金について、本年５月、料金上限規制を適用して引下げを図る方向に進んでおり、こ

うした動向もポストペイドの比率を高めようとする誘引の一つとして機能しているものと考えられる。【資料２７】 

■ 英国及びドイツにおいては、端末価格と料金プラン（契約期間を含む）がパッケージ化され、料金プランに応じて端末価格が変動す

る仕組みが採用されている 

   ➢英国及びドイツにおいてはＳＩＭロック規制は存在しない。 

     （注）英国 OFTEL（現 OFCOM）は、９８年７月、SIM ロックを規制するためのガイドラインを導入したが、０２年１１月、これを撤廃

した。これはOFTEL が、SIM ロックは契約者が通信事業者を変更する際の障害となっていることは認めつつ、SIM ロックが

利用者に与える影響について、より明確な把握が必要であると判断した。 

➢英国及びドイツについては、期間拘束契約を採用し、かつ端末価格が料金プランと関連付けられているため、端末コストの回

収が概ねヘッジされていることから事業者としてＳＩＭロックを引き続き適用する必要性が薄いと考えられる。（英国では、市場

環境や利用者ニーズの変化に対応して、端末の販売モデルが柔軟に変化している。） 

■ フランスでは、端末価格は機種ごとに一定であり、料金プランや契約期間に依拠しない仕組みが採用されている。 

   ➢フランス、イタリア、デンマークにおいては、規制として一定期間 SIM ロック（キャリアロック）を認め、当該期間経過後においては

SIM ロックを解除することを求めている。これらの措置は販売奨励金を回収するためには一定期間を要するため、当該期間中

は SIM ロックによる端末拘束を認めるという方針に立つものである。 

■ フィンランドにおいては、第三世代携帯電話の普及促進を図る観点から、ＳＩＭロックを適用することを法律により容認している。 

 

（２）米国の動向

 

■ 米国の場合、２年契約が主流となっており、当該契約を締結する場合、端末を割引価格で購入できる仕組みが一般に採用されて

いる。料金プランについては、多様なオプションが投入され、消費者から見てわかりにくい複雑な仕組みとなっている他、一部事業

者においては携帯電話と固定系ブロードバンドサービスとのバンドル販売も開始されている。 

■ SIMロックについて規制は存在しないが、各事業者の判断によってSIMロックが適用されている。本件に関連し、０６年１１月、議会
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図書館（Library of Congress）著作権局が SIM ロックについては DMCA（デジタルミレニアム著作権法）の適用対象ではなく、あくま
で携帯事業者が自らの事業戦略として実施しているものであるとの法解釈を示したことから、SIM ロックが事業者間競争に与える

影響について各方面で議論が起きている。【資料２８～２９】 

 

（３）韓国の動向 

 

■ 韓国においては、電気通信事業法により携帯電話の販売奨励金を禁止し、他方、３G については新規技術の早期普及を図る観点

から当該禁止条項を適用していない。また、上記の法制上の禁止条項は時限であり、０８年３月をもって当該禁止条項が廃止さ

れることとなっている。 

■ なお、SIM ロックに関する規制は存在しておらず、携帯事業者は SIM ロックを適用しているが、０７年３月、情報通信部は当該 SIM

ロックについて、これを解除する方向で検討する旨の方針を発表した。 

 

（４）我が国のビジネスモデルとの比較

 

■ 販売奨励金及びSIMロックに対する各国の行政当局の競争政策的・産業政策的なスタンス（コスト回収の合理性の視点、第三世

代携帯電話の普及等）は多様であり、一定の政策的方向性が見出されるものではなく、各国の政策方針や市場環境に応じて、個

別に政策展開されていると考えるのが適当ではないか。 

■ 諸外国におけるビジネスモデルを分析することは有益であるが、これをそのまま採用するのではなく、あくまで我が国の市場環境

に対応した新しいビジネスモデルを創造していくという視点が必要ではないか。 

 

３．販売奨励金制に対する評価

 

（１）販売奨励金の果たしてきた役割

 

■ 販売奨励金の果たしてきたプラスの面としては、以下のような点が挙げられるのではないか。 
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① 販売奨励金は、ハイエンド端末の価格を利用者に「低価格」で提示することを可能とし、より高機能の端末に対する需要を顕

在化させ、端末市場の拡大に貢献してきたと言えるのではないか。具体的には、概ね２年程度の頻度で端末の買い替え需要

を創出し、端末市場の規模の維持と新端末の開発資金を確保することを可能とし、例えば２Gから３Gへの移行が円滑に進ん

でいる一因となっていると考えられるのではないか。 

② 端末とサービスのバンドルにより、通信事業者が新たなサービスを端末に組み込みことが可能となり、端末と連携する形でサ

ービスの多様化が進展してきている面は評価できるのではないか。 

 

（２）販売奨励金制について留意すべき課題

    

■ 他方、現行の販売奨励金については、例えば以下の事項について留意する必要があるのではないか。 

    ① 端末販売コストの一部（販売奨励金）が通信料金として回収されるため、消費者は通信料金の一部で端末コストを負担している

が、その結果として、利用者は端末コストの一部を通信料金で回収されていることについて必ずしも認知できているとは言えな

いのではないか。 

② 販売奨励金を通信料金で回収する現行方式においては、端末コストを回収した後においても通信料金水準が変わらないことか

ら、頻繁に端末を買い替える利用者とそうでない利用者との間において、コスト負担の公平性が担保されていないのではない

か。 

③ 各社の販売奨励金の額は端末１台あたり約４万円であり、端末買い替えサイクルが約２年であることを考えると、当該奨励金は

ＡＲＰＵの約４分の１の比率を占めており、通信事業者の事業コストを押し上げる要素の一つとなっているのではないか。【資料

２９】 

④ 端末と通信サービスがバンドルされていることから、通信事業者間の競争がサービス高度化に主軸を置く中、ハイエンド端末の

販売に力点が置かれており、利用者の端末機能に対するニーズに応じた端末の多様性が確保されていない面があるのではな

いか。他方、我が国の利用者はハイエンド端末に対する需要が強く、ミドルエンド端末やローエンド端末へのニーズはあまり存

在していないという視点もあるが、どう考えるか。 

⑤ 販売奨励金は端末販売に係る付帯事業収支ではなく、電気通信事業収支の費用として一括計上されている。このため、接続料

や卸料金はネットワークの維持運営費用等を原価とするものであるにもかかわらず、これに加えて販売奨励金が原価の一部と
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して算入されており、結果として他の接続事業者等から徴収する仕組みとなっているが、公正競争確保の観点からこれをどう考

えるか。 

⑥ 端末の開発・販売について、通信事業者が主導権を持つ仕組みであることから、結果として、通信事業者以外のプレーヤー（ベ

ンダー、コンテンツプロバイダ等）のイニシアティブによる端末開発やサービス開発について制約が生まれ、端末やサービスの

多様化が制約されている面があるのではないか。 

 

４．販売奨励金に関する検証の視点

 

■ 販売奨励金の多寡は、基本的には通信事業者が自らの経営判断として行なうべきものであり、販売奨励金の水準について、これ

を直接的に規制する方策を講じるとした場合、端末市場においてマイナスの効果（端末需要の減など）をもたらす可能性があるの

ではないか。 

➢販売奨励金そのものは、一般的な商慣行として他分野においても確立しているものである点は留意が必要ではないか。 

■ 他方、（上述の）現行の留意すべき事項について改善を図る観点から、販売奨励金の在り方について、競争政策の視点でどのよ

うな見直しの方向性を考えることが適当と考えられるか。 

➢販売奨励金の在り方について競争政策の観点から検証を加える場合、あくまで通信料金の適正化や公正競争の確保を通じた

利用者利益の実現という政策目的を踏まえた施策展開が求められるのではないか。 

   ■ モバイルビジネスにおける販売モデルの在り方については、例えば、以下の３点（①端末コストと通信サービスコストの関係、②販

売奨励金の位置付けの在り方及び③販売奨励金と端末多様化の関係）を中心に議論を進めることが必要ではないか。 

 

（１）端末コストと通信サービスコストの関係

 

   ■ 現行の販売モデルにおいては、前述のとおり、端末販売奨励金を含め通信料金で回収する仕組みが採られている。 

➢通信料金の原価は、原則としてネットワークの維持運用コスト及び関連営業経費等で構成される。しかし、現在は端末販売奨励

金がこれに追加的に含まれているという仕組みをどう考えるか。 

（注）通信事業者から販売代理店等への端末販売の収入は、一般に付帯事業収入として挙げられている。 
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 ■ 現行モデルにおいては、例えば、前述の端末利用期間に応じたコスト負担の不公平感が存在しているが、こうした課題を解消する

観点から、何らかの措置を講じることが必要か（☞留意事項②）。 

     ➢通信料金による販売奨励金の回収については、消費者に十分認知されているとは言えないのではないか（☞留意事項①）。 

     ➢コスト負担の公平性という観点からは、上記の端末利用期間の別の他、ヘビーユーザーとライトユーザー間、ハイエンド端末と

それ以外の端末間についても留意が必要ではないか。 

■ 欧米等で実施されている、契約締結の際に一定期間の契約を求めること（いわゆる「期間拘束」）については、契約を一定期間維

持することを当事者間で約定するものであるが、当該方式については、一定の期待収益やコスト減が見込まれる等の合理的理由

があれば、こうした契約形態は電気通信事業法に定める「不等な差別的取り扱い」には該当しないのではないか。 

  ■ 仮に、現行とは異なる新しい料金プランに移行することを検討する場合、新たに（現状を上回るような）不公平感が発生したり、既

契約と（新しい料金プランによる）新契約が並存する可能性について、利用者保護の観点等からどのように考えることが適当か。 

 

（２）販売奨励金の位置付けの在り方(☞「資料 7－5」参照) 

 

■ 現行の販売奨励金は、端末販売を促進することを目的とする端末販売奨励金と通信サービス契約の締結・維持を目的とする通信

サービス販売奨励金の２つに大別されるが、現状では明確に区別されていないのではないか。 

  ➢通信サービスの原価を構成する営業経費の一部として、通信サービス販売奨励金を含むことは、趣旨として問題ないのではない

か。 

    ➢端末販売奨励金以外にも、端末に係る営業経費として位置づけられる費用が通信料金の原価として含まれているかどうか検証

が必要ではないか。具体的には、通信料金の適正性を検証するに際しては、販売奨励金に限ることなく、通信料金の原価と端

末販売の原価をどのように峻別することが可能かという点について、包括的な検討が必要ではないか。 

  ■ 接続料若しくは卸料金の原価はネットワークの維持運営費に係るコスト等である点との関係をどう考えるか（☞留意事項⑤）。 

 

（３）販売奨励金と端末多様化の関係

 

■ 販売奨励金は端末やサービスへの需要を喚起し、市場創出の契機をもたらす点で引き続き効果があるものと認められるが、端末
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の多様性を確保する観点から、こうした販売奨励金の持つ効果についてどのように考えられるか（☞留意事項④及び⑥） 

     ➢本検証については、市場の成長期と成熟期を分けて考えることが必要か。 

➢携帯端末については、現在端末機能と通信サービスがバンドルして提供されているが、今後どのような方向性に進んでいくと考

えられるか。 

① 固定通信市場における PC の利用形態と同様に、共通する端末プラットフォームの上で消費者が必要なアプリケーションだ

けを購入・利用することにより、利用者の希望に沿ったサービスが実現するという形態も今後登場してくる可能性があるので

はないか。 

② 音声通話に特化したり、特定用途のデータ通信に機能を絞った単機能端末等への需要も見込まれるのではないか。 

        ➢端末の多様化については、キャリア直販やメーカー直販など多様な販売ルートで多様な端末市場が展開され、消費者の選択の

幅を拡大することも期待されるのではないか。 

➢上記の見通しについて、端末に係る需要動向はあくまで市場において決められるべきであり、競争政策の検討に際しては、将来

需要の動向について過度に特定の前提条件を予め設定することは、議論の中立性を損なうという面もあるのではないか。 

 

５．ＳＩＭロックの在り方（☞「資料 7－5」参照） 

 

■ 現行の携帯端末については、通信事業者をスイッチした場合には、それまでの端末が利用できない仕組みとしてＳＩＭロックが適用

されているが、利用者利益確保の観点から、ＳＩＭロックの在り方についてどう考えるか。 

➢ＳＩＭロックについては、端末販売奨励金が回収されるまでの間の端末利用を確保する観点から適用されているものと考えられる

が、利用者利益の観点から見て、費用負担の公平性を確保すると言う観点からみて、合理的な根拠があると考えてよいのではな

いか。 

➢期間拘束契約を採用する場合、当該契約期間内に販売奨励金相当額の回収が行なわれることとなるため、SIMロックを行なう意

味が失われることになるのではないか。 

■ 他方、現行の通信方式等を前提とした場合、SIMロックに一定の制約があるのではないか。 

➢ＳＩＭロックを解除した場合においても、３G の場合は伝送方式の違い（Ｗ－ＣＤＭＡ及びＣＤＭＡ２０００）が存在していることから、

通信方式の異なる通信事業者間でスイッチした場合には当該端末が利用できないことから、利用者利益が限定されるとともに、
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制限のないＳＩＭロックの解除はむしろ事業者間競争を歪める可能性があるのではないか。 

 （注）1. Ｗ－ＣＤＭＡ方式のＮＴＴドコモ及びソフトバンクモバイルは、３Ｇ端末についてＳＩＭカードを標準搭載している。他方、ＣＤＭＡ２０００方式を採

用しているＫＤＤＩにおいても、WIN（CDMA2000 １×EV-DO）端末について０６年からＳＩＭカードをほぼ標準搭載している。 

     2. ０６年末からＷ－ＣＤＭＡとＣＤＭＡ２０００のデュアルチップが市場に投入されている。 

➢ＳＩＭロックを解除したとしても、音声通話及びＳＭＳ程度しか利用できないが、これは既存の端末・サービスの一体型モデルを前

提にした議論であると考えられるか。端末と通信サービスのレイヤーを自由に組み合わせることが可能となるのであれば、ＳＩＭロ

ックは実効的な意味を失うことになるのではないか。 

➢ＳＩＭロック解除の実効性については、第一フェーズと第二フェーズを分けて考えることとし、特に第二フェーズにおいてはＦＭＣサ

ービスの提供や高速データサービスの普及を前提とすれば、ＳＭロック解除は十分な合理性を持つに至る可能性があるのではな

いか。 

➢SIM ロックの解除については、海外などへの端末流出等への懸念を指摘する意見があるが、どう考えるか。 

■ ＳＩＭロックが解除されることにより、端末の多様化、法人市場における新市場の開拓、ＭＶＮＯによる端末の共用化が進展する可能

性があるのではないか。 
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Ⅲ ＭＶＮＯの新規参入の促進 

 

 

１．ＭＶＮＯ市場の現状

 

■ 我が国におけるＭＶＮＯ市場の現状を見ると、ＭＮＯから卸電気通信役務の提供を受けてＭＶＮＯ事業を展開している事業者がＰＨ

Ｓ市場に数多く見られる他、他のＭＮＯにおいてもデータ通信系のＭＶＮＯ事業がサービス提供を行なっているが、その数は限られ

ている現状にある。【資料３０】 

■ 欧米においてもＭＶＮＯ事業が展開されており、例えば英国バージンモバイルが５００万加入を越える加入者を獲得している事例が

あるものの、一般にはプリペイドの音声再販型のＭＶＮＯが多い。また、ＭＮＯのＭＶＮＯに対するスタンスも事業者毎にかなりの相

違が見られる。【資料３１】 

   

２．ＭＶＮＯ政策の基本的視点

 

（１）ＭＶＮＯの新規参入促進を通じたモバイルサービスの多様化

 

  ■  諸外国においては依然としてローエンド端末を中心とするＭＶＮＯ事業が中心であり、我が国においてこうした市場機会が存在しな

いことをもってＭＶＮＯ市場の潜在的成長力に欠けるとの指摘もある。しかし、我が国は世界に先駆けて第三世代携帯電話が急速

に普及するなど先進性の高いモバイル市場が実現しているところであり、こうした先進性の高い市場環境を前提に、高速データ通

信を中心に新規性のあるＭＶＮＯ事業の創出が図られれば、成熟期に向かいつつあるモバイル市場における新たな市場拡大が図

られる可能性があるのではないか。 

    ➢２０１１年の完全デジタル元年を念頭に置くと、MVNO の新規参入の促進によって、世界に先駆けた新しいビジネスモデルの登場

も期待されるのではないか。 

  ■ ＭＶＮＯの新規参入の促進は、モバイルビジネス市場における周波数制約を前提として、市場における事業者数の増加を図り、サ
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ービス競争を実現するものであり、具体的には、例えば以下のような効果が期待されるのではないか。 

① ブロードバンド化・IP化の進展により、FMCサービスが普及することが見込まれる中、固定系事業者がMNOのネットワークを利

用したMVNOとしてFMCサービスを提供する等の事例が今後登場してくるのではないか。【資料３２～３３】 

② ＭＮＯが基本的に全国をサービスエリアとして事業展開を行っているのに対し、地方ＩＳＰやＣＡＴＶなどを含め、地域の実情に即

した地域（小規模）モバイル事業者として、ローカルＭＶＮＯが登場する可能性があるのではないか。 

③ ＭＶＮＯは通信サービスの提供を主目的とするのではなく、むしろ他業態におけるサービスや経営資源を主軸に据えて、これに

通信サービスを組み合わせる等の形態により、いわばブティック型（特定の用途を想定）の統合型サービスが提供されることが

考えられるのではないか。 

➢現在の MNO 主導のサービス開発に加え、他業態における豊富な経営資源に通信サービスが組み合わされることにより、通

信事業と他業態の事業とのシナジー効果（市場創出の相乗効果）が生まれる可能性があるのではないか。【資料３５】 

     ④  ベンチャー系企業がモバイルサービスを組み込んだ新規性の高いサービスを提供したり、システムインテグレータが法人向け

サービスの高度化のためにトータルソリューションとして、固定・移動サービスを組み合わせたシステム提供を行なう事例が出

てきているが、ＭＶＮＯの新規参入を容易化することにより、法人市場開拓が進展するなど、新規事業創出の可能性が高まる

のではないか。 

     ⑤ ＭＶＮＯが独自端末や独自アプリケーションを開発・提供することにより、端末やサービスの活性化が図られ、日本の先進性の

高いモバイル市場をテストベッドとして事業展開を行い、そのノウハウを海外展開において活用するなど、グローバルな事業

展開における国際競争力向上の観点からも期待されるのではないか。 

      ⑥ その他、ＭＶＮＯが従来以上に周波数の利用効率を上げることとなれば、周波数資源の有効活用に貢献するというメリットも可

能性としてあるのではないか。 

  

（２）ＭＶＮＯの新規参入に係る課題

   

  ■ ＭＶＮＯの新規参入について、制度上・実態上の問題として、どのようなものがあるか。例えば、以下のような点が指摘されている

のではないか。 

    ① 他の業態からＭＶＮＯとして新規参入しようとした場合、通信事業に関するノウハウがなく、事業計画の具体的なイメージが描け
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ないという問題があるのではないか。 

    ➢この点、ＭＶＮＥ（Mobile Virtual Network Enabler）（注）の活用が期待されるのではないか。【資料３６】 
（注）ＭＶＮＥは、ＭＶＮＯとの契約に基づき当該ＭＶＮＯの事業の構築を支援する事業を営む者であり、 

         ✔  ＭＶＮＯの課金システムの構築・運用、ＭＶＮＯの代理店として行なうＭＮＯとの交渉や端末調達、ＭＶＮＯに対する

コンサルティング業務を行う場合であって、自らが電気通信役務を提供しない場合 

✔ 自ら事業用電気通信設備を運用し、一又は複数のＭＶＮＯに卸電気通信役務を提供するなどの場合  

         が想定される。 

➢このため、ＭＶＮＥがＭＮＯとＭＶＮＯとの間に介在することにより、ＭＶＮＯの事業計画策定が円滑に進むことの他、ＭＶＮＥが

保有する認証課金機能のＭＶＮＯへの提供(☞Ⅳ２参照)、複数のＭＶＮＯがＭＮＯの設備を共用することによるコスト削減など

の効果が期待されるのではないか。 

    ② ＭＮＯのネットワークを用いた事業展開をMVNOが計画した場合、具体的な提供条件が必ずしも明らかでなく、ＭＮＯとＭＶＮＯと

の間の相対交渉によって条件が決められることから、ＭＶＮＯ側として具体的なビジネスプランを予め作成することが困難では

ないか。特に、小規模事業者の場合はMNOに対して情報劣位に置かれている点をどう考えるか。 

➢ＭVＮＯ側からは、MNOに対して自社のビジネスプランについて必要以上に開示を求められることにより不利益を蒙る可能性

がある点を指摘する意見もある。 

 

（３）モバイル市場における設備競争とサービス競争

 

 ■ ＭＮＯとＭＶＮＯの関係について、両者の間における win-win の関係を築くことが重要である点は概ね関係者のコンセンサスが醸成
されているものと考えられるが、他方、一部の MNO からは、モバイル市場においては、周波数の割り当てを受けている者が、自らネ

ットワーク構築を行なうことを基本とすべきであるとの主張があるが、これについてどう考えるか。 

 ■ この点について、例えば以下のような論点があるのではないか。 

    ① 周波数制約が存在しているという点は移動通信市場が固定通信市場とは異なる市場特性であるが、周波数制約があることをも

って設備競争のみに力点を置いた競争政策を採用すべきであるとする合理的な根拠は見出し難いのではないか。 

② これからの市場統合化の動きを考えた場合、固定通信市場においては設備事業者のネットワーク上で多様な設備非保有の事
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業者が事業展開をしていることや、今後、固定通信市場と移動通信市場の実施的な垣根が低くなり、固定通信市場における当

該設備非保有の事業者も移動通信サービスを併せて提供することを可能にすること等により、ユビキタスネットワーク環境下に

おいて、健全な有効競争が実現することが期待されるのではないか。 

③ 他方、モバイル市場において MVNOの新規参入の促進を図る上で、MNO においても適正利潤が確保されるべきではないか。 

 ■ 移動通信市場においても、固定通信市場と同様に設備競争とサービス競争の適正なバランスを図りながら、多様な競争形態が円滑

に市場で実現されるよう、公正競争環境の整備を図る必要があるのではないか。 

 

（４）ＭＶＮＯ事業化ガイドラインの策定と見直し

 

 ■ 総務省は、０２年６月、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」（いわゆる「MVNO事業化ガイド

ライン」）を策定し、MVNO が新規参入する場合、電気通信事業法等が具体的にどのように適用されるのかについて、当該趣旨の明

確化を図った。 

 ■ しかし、上記のガイドライン策定後において様々な市場環境変化が生じたことを踏まえ、０７年２月、MVNO 事業化ガイドラインを改

定・公表した。今回の改定のポイントは以下の４点に整理できる。【資料３７】 

    ① ガイドラインの対象とする MVNO 等の事業範囲について、MVNO及び MNOに加え、MVNE についても新たに定義付けを実施し

た。 

     ② MNO と MVNO の関係については、卸電気通信役務の提供又は事業者間接続のいずれの形態も可能（当事者間で選択）であり、

原則として MNOには接続協議に応じる義務がある他、MNOが接続を拒否することができる場合について、具体的に例示した。 

    ③ 卸電気通信役務の提供若しくは事業者間接続の２つの形態について、MNO と MVNO との間の紛争処理手続きを明確化した。 

    ④ MVNOの利用に係る周波数についても MNOの利用として扱われる旨を明確化した。 

 

２．ＭＶＮＯ政策の新規参入促進に係る検討課題

 

（１）事業者間交渉の円滑化
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■ MVNO 事業化ガイドラインの改定により、電気通信事業法等の法制面での適用関係は一定程度明確化されたところであるが、ＭＮ

ＯとＭＶＮＯとの交渉の円滑化を図る観点からは、更に具体的な施策を展開していくことが求められるのではないか。 

■ ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の事業者間交渉の円滑化を図る観点から、どのような施策展開が必要であると考えられるか。 

  ① ＭＶＮＯが事業計画を策定する上で必要となる卸電気通信役務や接続料の水準、接続条件などについて、更にＭＮＯによる情

報開示が行なわれることが適当ではないか。 

       ➢例えば、総務省・公正取引委員会が策定した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」（いわゆる「共同ガイドラ

イン」では、「競争を一層促進する観点から事業者は採ることが望ましい行為」として、卸電気通信役務の活性化の観点から、

「電気通信事業者は、できるだけ卸電気通信役務の料金その他の提供条件について、標準的な提供条件のメニューを作成・公

表することが望ましい」とされている。 

     ➢ウィルコムは「無線ＩＰ接続サービス卸契約約款」を策定・公表し、これに基づきＭＶＮＯへの卸役務の提供を実施している。 

     ➢接続形態を採用する場合において、MNOとMVNOが合意に達した場合は、両当事者間の接続協定について、第二種指定電気

通信設備を保有する事業者（NTTドコモ各社及びKDDI）については接続約款の策定・届出が義務付けられているところであり、

当該接続協定の内容は約款化することが求められる。 

     ➢これに関連して、MVNO 事業化ガイドラインにおいても明確化されているように、MVNO は MNO との交渉において、先ずは

MVNOとして接続・卸電気通信役務の別など、必要な情報の提供をMNO側に対して行なうことが求められるが、MNO側におい

ては、例えば接続申し込みについて、卸電気通信役務の提供で代替可能といった理由により接続を拒否することは認められな

い。あくまで法令及びMVNO事業化ガイドラインにおいて規定された接続拒否の合理的な理由をMVNO側に対して提示するこ

とが法制上求められる。 

  ■ MVNOとしての参入を希望する事業者がMNOと交渉を行なう場合、そのコンタクト先などを明確化して公表する等、MVNOとして新

規参入を希望する者に対するMNO側の対応面での環境整備を行なうことが適当ではないか。 

  ■ 事業者間接続や卸電気通信役務の提供等に係る法制上の解釈について、IP化の進展などの市場環境の変化を踏まえ、更に

MVNO事業化ガイドライン等において運用指針を明確化すべき事項があるか。 

  ■ MNOがＭＶＮＯと交渉を行なう際、ＭＶＮＯ側の事業プランについて必要以上の情報を聴取することを前置する等を行なうと、ＭVＮ

Ｏが競争上不利な立場に置かれることになるのではないか。 
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（２）市場のモニタリングの継続

 

■ MNO と MVNO との間の協議については、あくまで民間事業者間の自主的交渉に委ねられるべきであり、紛争処理手続き等を除き、

行政当局がこれに介入することは適当ではない。他方、MNOとMVNOとの間の協議について、問題となる事案が発生しないかどう

かについてモニタリングを行なうことは今後のモバイル市場の活性化に向けて重要な要素となるのではないか。 

 

（３）その他

 

  ■ 上記（１）及び（２）の他、MVNOの新規参入を促進する観点からどのような施策展開を図ることが適当であると考えられるか。 

     ➢例えば、「広帯域移動無線アクセスシステムの免許方針案」（０７年５月、意見招請中）において、ＭＶＮＯによる無線設備の利用

促進のための計画の策定を義務付けることとされている。（☞「資料７－４」参照） 
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Ⅳ モバイルビジネスの活性化に向けた市場環境整備の推進 

 

  ■ 本研究会は主として競争促進策を検討の射程に据えているが、モバイルビジネスの活性化に向けては、単に競争政策の観点から

だけではなく、併せて、競争政策以外の市場環境整備の推進という視点を加えることにより、総合的なモバイルビジネス活性化策を

展開することが必要ではないか。（☞Ⅰ３「モバイルビジネス活性化に向けた基本的視点」参照） 

 

１．モバイルアクセスの多様化・高速化の推進

 

 ■ モバイルビジネス市場の活性化を図り、設備競争とサービス競争の適正なバランスを確保していく観点からは、モバイルアクセスの

多様化を引き続き積極的に推進していくことが必要ではないか。【資料３８】 

 

（１）新しい周波数割当によるモバイル網の多様化の推進

 

■ 2.5GHz帯の広帯域移動無線アクセスシステムの導入、地上アナログテレビジョン放送の終了後の空き周波数の有効利用、これに

関連する７００MHz/９００MHz帯の周波数利用等、新しい周波数割当によるモバイル網の多様化を推進する取り組みを継続すること

が適当ではないか。【資料３９】 

➢ 無線局免許を必要とする端末について、ネットワークとバンドルされることなく端末やＰＣに実装されることとなる場合も、当該端

末に係る無線局免許については電波法の包括免許として整理し、通信事業者との契約を経て端末認証を行なう仕組みを採用

することが適当ではないか。 

    ➢ 公衆無線 LAN 基地局は近年、公共交通機関、飲食店、宿泊施設等を中心に着実に増加しており、端末側においても無線 LAN

に対応したスマートフォン型の端末などが市場に投入されつつあることから、こうした公衆無線LANを利用した IP電話などの利

用増も期待されるのではないか。【資料４０】 

■ ２０１０年を目標年限として、総務省と地方自治体などが連携してブロードバンドゼロ地域を解消するため、「次世代ブロードバンド

戦略２０１０」（０６年８月）を策定し、その推進を図っているところであるが、こうした地方におけるブロードバンド化を積極的に支援す
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ることにより、これらを伝送プラットフォームの一部としてモバイルビジネスの活性化が図られる可能性があるのではないか。 

 

 

２．プラットフォーム機能の連携強化

 

 ■ ＭＮＯの保有する認証・課金機能、プレゼンス情報等は自社にとっての重要な経営資源であり、ＭＮＯは当該機能の強化を通じ、小

額決済、コンテンツ・アプリケーション事業に至る垂直統合モデルにより、通信サービスの付加価値を向上させるための事業展開が

行われている。こうしたビジネスモデルはワンストップ型の垂直統合モデルとして、利用者利便の確保を図るのに有益であり、引き

続き、当該取り組みが推進されることが望ましいのではないか。【資料４１】 

■ 他方、MVNO 等はこうした機能を有していないことから、MNO と MVNO との間の競争促進という観点からは、MVNO についても当該

機能が利用できるよう環境整備が図られることが望ましいのではないか。 

   ① MNOの保有する認証・課金機能を、ＭＶＮＥやＭＶＮＯをはじめとする多様なサービス提供事業者が活用可能とすることにより、

ビジネスモデルの多様化、新事業の創出が図られる可能性が大きいのではないか。 

   ② 今後はFMCサービスなどのシームレス化（ユビキタス化）が進展することが見込まれる中、固定系・移動系の別を問わず、多様

なプラットフォーム機能の連携が実現することにより、ＦＭＣサービスをはじめとするサービスの多様化が実現する可能性がある

のではないか。 

➢ＮＴＴ東西は現在、次世代ネットワークの構築を進めており、０７年度中に次世代ネットワークを用いた商用サービスを開始す

ることとしているが、当該次世代ネットワークに実装されるプラットフォーム機能（サービス付与機能）を MVNO が利用すること

によりサービスの多様化が実現する可能性があるのではないか。 

■ 上記の論点は、ネットワークの中立性を巡る議論と密接に関連しているのではないか。 

   （参考）「ネットワークの中立性に関する懇談会主要論点（案）」【P２２】（０７年４月１９日） 

      ➢“プラットフォーム機能の在り方-----次世代ネットワークにおいては、品質保証、セッション、プレゼンス情報などを制御する

機能等が実装される。携帯事業者においても、プレゼンス情報や ID 情報やユーザーID の管理などを行なっている。これら

のプラットフォーム機能を活用した新事業創出を通じて経済活性化が図られる可能性があるのではないか。” 
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■ 具体的な項目としては、例えば以下のような方策について今後検証を進めることが考えられるのではないか。 

    ① ユーザーＩＤの利活用の推進

       ➢モバイルビジネスにおいて、利用するコンテンツ・ネットワークごとに異なる認証方式を用いるのではなく、共通のユーザーＩＤ

により異なるネットワーク上においても認証を可能とする仕組み（ユーザーＩＤポータビリティ）を構築することにより、モバイル

コンテンツビジネスの活性化が図られる可能性があるのではないか。 

② 位置情報の利活用の推進

➢ ＭＮＯがＨＬＲ（Home Location Register）で管理する端末のプレゼンス情報やＧＰＳ機能による端末の位置情報を、ＭＶＮＯ
等も適正な対価で利用できるようにすることにより、付加価値の高い新事業創出が促される可能性があるのではないか。 

➢ 位置情報については個人情報として慎重な取扱いが求められるが、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイド

ライン」（０４年８月３１日総務省告示第６９５号）において、ＭＶＮＯを含め電気通信事業者全体に個人情報保護法に基づく

義務が適用されているところであり、利用者の同意を前提として、ＭＮＯがＭＶＮＯに対して当該情報を提供することは法制

的に可能ではないか。 

      ③ プッシュ型配信機能の利活用の推進

       ➢ プッシュ型配信機能については、ＭＮＯにおいて特定のコンテンツ配信サービス向けに機能が提供されているものや、一部

の端末（windows mobile OS及びシンビアンOSベース）でプッシュ型メール機能が利用できるものを除き、ＭＶＮＯ等の他事
業者がプッシュ型配信機能を利用することができない状況にあるが、当該利用を促進することにより、メールの転送や様々

なアプリケーションとの同期が可能となり、ＦＭＣサービスの連携に向けたサービスの多様化が進展する可能性があるので

はないか。 

 

３． 端末プラットフォームの共通化の促進（☞「資料７－１」参照） 

 

■ １機種あたり約１００億円といわれる端末開発コストのうち７～８割がソフト改修費用である状況を踏まえ、当該端末開発コストを抑

制し、機能の高度化等を実現する観点から施策を講じることが必要ではないか。このためには、端末におけるミドルウェアの共通化

が必要との認識に立ち、現在、各通信事業者が RTOS（Real Time OS）上のプラットフォームの共通化を進めているが、こうした動き
を行政としても可能な範囲で積極的に支援していくことが望ましいのではないか。【資料４２～４３】 
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■ 端末開発においては、ネットワークへの接続性や各端末間の相互接続性、各ソフトウェア等の相互運用性などを各事業者が個別

に試験しており、そのための費用や期間がコスト増の要素として大きい現状にあるとの意見があるが、こうした状況を打開するため

の措置を講じることが求められるのではないか。【資料４４】 

■ 上記のRTOS上のプラットフォームの共通化に加え、ウェブ記述言語の共通化の可能性についても、併せて検証していくことが必要

ではないか。 

    ➢各 MNO によるデータ系サービスにおいては、各事業者独自の web 記述言語と対応ブラウザーによって対応してきたが、Ｗ３Ｃ

(WWW Consortium)や OMA（Open Mobile Association）による標準化が行なわれ、MNO各社もこれらの標準化された web記述言
語を採用するに至っているものの、既存コンテンツとの互換性確保の観点から、標準言語に独自仕様を加味したものとなっている

のが現状。 

    ➢今後はモバイルサービスの高速化や端末の高機能化などによりフルブラウザーの利用が本格化していくとすれば、各ＭＮＯ独自

の web記述言語を利用するコンテンツの比率が相対的に低下していくこととなるのではないか。 
 

４．モバイル分野における新事業創出に向けた取り組み

 

■ モバイル分野における標準化活動や先導的研究開発の推進、「ユビキタス特区」（注）を活用した新事業の創出、モバイル分野の先

導的アプリケーション開発等の取り組みを産学官が連携して積極的に展開していくことが必要ではないか。 

    (注)「ICT 改革促進プログラム（菅大臣プラン）」（０７年４月２０日）において、「ユビキタス特区」を創設し、「世界初の ICT サービスが開発・利用できる

環境を整備する」こととし、「固定通信、移動通信、コンテンツ、アプリケーションが融合・連携した世界最先端のサービスの開発、実証実験等が

円滑に実施できるよう、規制改革を行なう」方針が提示されている。【資料４５～４６】 

■ 通信・放送の融合・連携を促進し、新事業の創出を促すためには、現在の通信・放送体系の見直し（注）についても積極的に取り組

んでいく必要があるのではないか。 

    （注）「ICT 改革促進プログラム」において、通信・放送の融合・連携について、「『通信・放送の総合的な法体系に関する研究会』において、平成１９年

（０７年）６月目途に中間取りまとめを行い、通信・放送の融合・連携に対応した法制度の抜本的な見直しの方向性を示す」方針が提示されてい

る。 
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Ⅴ モバイルビジネスの活性化に向けた施策展開の進め方 

 

 

■ モバイルビジネス活性化に向けて取り組むべき施策は多岐にわたることから、これらを総合的に取りまとめ、着実に実施することが

必要ではないか。 

   ➢競争政策に係るものについては、「新競争促進プログラム２０１０」の見直しに反映させることが適当ではないか。 

  ➢モバイルビジネス活性化のための施策については、その波及効果が大きく、新規事業の創出などを通じた経済的効果が大きいも

のと見込まれることから、具体的な施策についての検証を踏まえ、一定の条件の下でこれらの施策を通じ、どの程度の市場創出

効果が見込まれるかについて、定性的・定量的な分析（シミュレーション）を行なうことが必要ではないか。（☞「資料７－８」参照） 

 

■ 各施策を推進していく際には、市場のモニタリングや各施策の進捗状況の評価などのプロセスを明確化するとともに、こうしたモニ

タリングや評価の結果については公表するなど、施策推進の透明性を確保することが適当ではないか。 

  ➢第一フェーズから第二フェーズに向けて中期的な取り組みが必要になる他、市場実態が今後とも大きく変化していくことが予想さ

れる中、総合的な施策展開について中立的に評価する体制（組織）を確立することが必要ではないか。当該評価体制においては、

プログレスレポートを公表するなど、透明性の確保に努めるべきではないか。 

➢各施策の評価に際しては、客観的基準に基づく定量的・定性的な評価を行ない、これを施策展開に反映するPDCA方式を重視す

ることが適当ではないか。 

  ➢モバイルビジネス関連の国際競争力強化に向けた取り組みについては、推進体制を含め、ＩＣＴ国際競争力懇談会報告書（０７年

４月２３日）で方向性が示されているところであり、こうした取り組みとの連携を図っていくことが必要ではないか。 

 

  


